
第２期西成区地域福祉計画には、

地域の住民のみなさんの『チカラ』が必要です。

自分達が暮らす地域のために、

1人ひとりが意識して、

みんなの『チカラ』を合わせて、

支え合う地域づくりをすすめましょう❕

知 る

気づく

相談する

話し合う

自分の周り・隣近所

自分の住む地域や

活動

地域内の各種団体・

企業・福祉専門職・

NPO法人・行政機関

等

自分や家族・知人の

不安や心配、助けが

必要な人たち

家族・友人・知人・

町会長・民生委員・

ネットワーク委員・

児童委員等
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「だれもが安心して暮らしつづけられる地域づくり」

西成区ではこれまでもさまざまな地域福祉活動に取り組んできましたが、

ひきつづき「だれもが安心して暮らしつづけられる地域づくり」をめざし、

３つの考え方にもとづき取り組みをすすめます。

西成区がめざすこと（基本理念）

考え方③

「安心・安全の

まちづくり」

考え方②

「すべての区民

の権利擁護」

考え方①

「つながり・

支え合うこと

ができる地域

づくり」

一人ひとりの人権が尊

重され、みんなが暮ら

しやすい地域をめざし

ます。

日々の暮らしが安

心・安全にすごせ、

さらに災害に対す

る「備え」がしっか

りされた地域をめ

ざします。

みんなで話し合い、

地域の課題を解決す

るしくみをつくります。

地域福祉って何？

西成区に暮らす住民のみなさん一人ひとりが主役となって、区役所や社会福祉法人、

NPO、企業など様々な福祉活動の担い手と協働して地域の課題を解決したり、地

域で孤立することがないようにつながりを作ったり、さらに、みなさんの支え合い

により、誰もが安心・安全に暮らせるような西成区を実現するためのしくみや取り

組みのことです。

質 問 コ ー ナ ー

地域福祉計画って必要？

社会福祉法第107条に規定する「市町村地域福祉計画」であり、将来を見据えた

地域福祉のあり方や、推進に向けた基本的な方向を定める行政計画です。

西成区では、これまでに地域の実情や区民ニーズに応じて推進してきた地域福祉

の取り組みや、すべての区民・団体・福祉事業者・行政機関などが、それぞれの

取り組みを通じて協力し、地域福祉の向上をめざすために西成区地域福祉計画を

策定しています。

１

※1 多様な主体：地域住民や地縁団体、社会福祉法人や福祉施設、企業やNPO、ボランティア団

体、学校、区社協や区役所など地域の活動をおこなうことができる担い手 5



「だれもが安心して暮らしつづけられる地域づくり」

の実現に向けた基本目標と取り組みの方向性

基本目標① みんなで支え合う地域づくり

2.地域福祉活動へ

の多様な主体の参

画と協働の推進

多様な主体※１の参画を促し、協働を推進するために、情報発信

や研修・啓発、マッチングやコーディネート、資源の橋渡しをおこな

う事業を促進するとともに、社会福祉法人の地域社会への貢献活

動の推進を支援

4.災害時にお

ける要援護者

への支援

(1)日ごろより要援護者が孤立することなく、身近な地域の人々と

つながる仕組みを充実させることによる災害時における要援護

者支援

(2)区内の社会福祉施設関係者や事業者、学校などとの連携

3.地域におけ

る見守り活動

の充実

(2)災害時の避難支援を視野に入れた「西成つながり名簿」を

地域で活用した効果的な見守り活動の充実

(1)普段より「あいさつ」や「声かけ」、「気にかける」ことなどから、

同じ地域で暮らす住民が早い段階で、変化に気づき、必要な支

援へとつながる取り組み

(3)こどもに対する登下校時の見守り体制の強化

1.地域力の

再発見

(3)専門職による地域福祉活動への支援

(2)住民が主体的に地域課題を把握し解決できる体制づくり

(1)地域での支え合い・助け合いの意識づくりと、地域福祉活動

への参加の促進と新たな活動の担い手づくり

基本目標② 新しい地域包括支援体制の確立

2.地域と連携する

窓口（かけはし）

の充実

(1)地域から相談支援機関への「かけはし」

(2)相談支援機関から地域への「かけはし」

(3)気づいた困りごとを話し合う場

1.相談支援体制

の充実

(1)複合的な課題を抱えた人を支援するために関係者が集まる

「総合的な支援調整の場（つながる場）」を開催するなど、総合

的な「相談支援体制の整備」

(2)福祉人材について、多様な福祉ニーズに対し的確に対応でき

るよう、担い手の育成・支援

(1)虐待防止の取り組み

3.権利擁護支援

体制の強化

(4)人権尊重の取り組み

(3)あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）の実施

(2)成年後見制度の利用促進
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